
　高齢者や地域の方々が

気軽に集い交流のできる

「通いの場」を提供する地

域の団体に対し、補助金

を交付します。また、運営面でも市、

在宅介護支援センターなどがサポート

いたします。

◎活動の目的

２年後には 5,000 名へ
　地域に密着した活動を展開し、グリーンツー

リズム産業化構築へ全力で取り組みながら、農

業と農村活性化や地域活性化に寄与していくこ

とが弊社のミッションです。

　現在、平川市へ民泊に訪れる修学旅行生は年

間 3,000 名程ですが、２年後には 5,000 名を目

標としており、そのためには受入先が必要不可

欠です。現在は 130 軒程登録し受入しています

が、まだまだ必要ですので、修学旅行生の受入

にご興味のある方はご連絡下さい。

　その他、放棄農地増加も深刻な問題となって

いますので、放棄農地活用を含めたりんご生産

基盤の拡大を目指します。

◎今後やりたいこと、展望について

若い子などの声が響き渡る地域、
人口増加にも貢献していきたい
　民泊受入先が増えると、それに比例し体験に訪れる修学旅行生も増え、農村に

ラジオではなく若い子などの声が響き渡る地域となります。また、昨年と今年の

２年に渡り、平川ねぷたまつりと農村民泊をＰＲするため、「平川ねぷたまつり

＆農作業・農村生活体験ファームステイ」を行いました。国内外の参加者 30 名

が参加しましたが、参加

者からの評価は非常に高

く、こうした活動が徐々

に浸透することで、平川

市を訪れる観光客の増加

や知名度アップにも繋が

るものと思われます。今

後は移住促進事業にも力

を入れ、人口増加にも貢

献していければと思って

います。

◎活動内容

グリーンツーリズムによる活性
化を図るため、農村民泊利用者
を誘致しています
　農業者の高齢化、後継者不足などの課題を踏ま

え、グリーンツーリズムによる地域活性化を図る
ため、国内外の修学旅行生や一般客、インバウン
ドの農村民泊利用者を誘致し、農作業・農村生活
体験を通し、「食」を支える根本である農業と食糧
の大切さを伝える「食農食育教育」を実践、労働
力の確保や所得の向上に貢献しています。
　また、米やりんごを生産し、加工品の製造、販
売 ( 六次産業 ) にも取り組み、毎月最終金曜日と土
曜日の２日間「蔵カフェ」をＯＰＥＮし、国産小
麦と米粉、白神こだま酵母を使い、無添加の米粉
パンを販売しています。

　　　　　　2012 年 2月設立。「農家蔵保存と利活用促進、グリーンツーリズム事業の推進基盤の確立と定着
拡充」を指標に活動。2015 年 9月、「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」に選定。2018 年 2月「おもてな
しアワード 2017」最高賞の県知事賞受賞。

●農業生産法人  株式会社グリーンファーム農家蔵

profile

（のうぎょうせいさんほうじんかぶしきがいしゃぐりーんふぁーむのうかぐら）

Eメール　nozawa.kura@gmail.com
電話　0172-88-5039
HP　http://greenfarm.company/office.html

農業生産法人  株式会社グリーンファーム農家蔵

●蔵カフェ
営業日：毎月最終金曜日土曜日
営業時間：11 時～ 16 時
※宅配、通販もあります。

暮らしに役立つ情報 /今月のピックアップ 様々な補助や支援などがあります。是非ご活用ください♪

●詳しくは市ホームページからもご覧いただけます。https://www.city.hirakawa.lg.jp/

児童扶養手当および

特別児童扶養手当について

あなたの地域に「通いの場」を作ってみませんか？

●児童扶養手当および特別児童扶養

手当の所得の算定に当たって控除の適

用が拡大されます。

①未婚のひとり親家庭の母または父を

対象に、寡婦（夫）控除のみなし適用

申請ができるようになりました。申請

には戸籍全部事項証明などの書類が必

要となります。詳しくは窓口でご相談

ください。

※児童扶養手当の場合は、受給資格者が養

育者（離婚した父母に代わって児童を養育

している方など）に限ります。また、申請し

ても手当額が変わらない場合があります。

②収用などのため土地などを譲渡した

場合に受けられる特別控除が適用とな

ります。これにより特別控除後の金額

で所得金額の算定を行います。

●介護予防につながる体操

●認知症予防のためのゲーム

　（将棋、囲碁、麻雀など）

●茶話会　など

　さまざまな活動が対象となりま

す。体力維持・認知症予防・閉じ

こもり予防に、活用をぜひご検討

ください。

[問合せ]　子育て健康課　子ども支援係　☎44-1111（内線1151・1152）

●児童扶養手当の「全部支給」の対象範囲が広がります。

　児童扶養手当は、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部

支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。平成30年8

月分から、全部支給の対象となる方の所得制限限度額を表のとおり引き

上げます。これにより、「全額支給」となる対象の範囲が広がります。

立ち上げ支援補助

運営費支援補助

介護予防活動補助

手すり、段差解消などの簡易な改修費、DVDプレーヤー、
モニターなどの購入に係る経費
（人件費、委託料、食糧費は対象外）

サービス提供者の交通費（実費）、消耗品費、燃料費、郵便料、
電話代、保険料、印刷製本費など（人件費、委託料、事業
の目的のために必要と認められる食材の購入費および茶菓
子代以外の食糧費は対象外）

介護予防活動の講師への謝礼など

１回あたり2,000円
（年間54回まで）

１年あたり100,000円

１箇所につき50,000円

[問合せ]　高齢介護課　地域包括支援係　☎44-1111（内線1157）
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項目 対象経費 上限額

扶養する

児童等の

数

全部支給となる所得制限限度額（受給資格者本人の前年所得）

収入ベース
（これまで）

収入ベース
（H30.８～）

所得ベース
（これまで）

所得ベース
（H30.８～）

０人

１人

２人

３人

４人

５人

920,000

1,300,000

1,717,000

2,271,000

2,814,000

3,357,000

1,220,000

1,600,000

2,157,000

2,700,000

3,243,000

3,763,000

190,000

570,000

950,000

1,330,000

1,710,000

2,090,000

490,000

870,000

1,250,000

1,630,000

2,010,000

2,390,000
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